
                            岡瀬支総第 ９ 号  
令和８年４月６日  

 
 岡山市監査委員 様 
 

岡山市長  大 森  雅 夫 
 
 

定期監査の指摘事項の改善措置状況について(通知) 
 
 令和7年11,12月実施定期監査における指摘事項について,別紙のとおり措置を講じたの

で,地方自治法第199条第14項の規定により通知します｡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                    



別 紙 

 

定期監査の指摘事項の改善措置状況(令和7年11,12月実施分) 

 

                                                東区役所瀬戸支所 

 

指摘事項 

令和7年9月30日現在，滞納繰越分の収入未済額が，駐車場使用料において25万円余

（収納率0％），墓地管理手数料において7万円余（収納率0％）認められました。 

今後とも，これらの解消に格段の努力をしてください。 

なお，現年度分があるものについては，滞納繰越を生じないよう要望します。 

 

 

改善措置状況 

【総務民生課】 

今回のご指摘を踏まえ､訪問時の催告書文書を一部変更し､未納期間を本人に伝え､

使用者本人以外の縁故者への働きかけを行うようにしました｡今後も､定期的な催告を

訪問により実施し､併せて電話催告を行うなど引き続き適切な債権管理を行い､滞納の

解消に努めます｡なお､現年度分についても､過年度分と同様に滞納繰越を生じさせな

いよう､回収に努めます｡ 

 

(参考) 

(令和 7年 9 月 30 日現在) 

節 細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

保健衛生手数料 
墓地管理手数料 

(滞納繰越分) 
76,400円 0円 76,400円 0% 

 

(令和 8年 3 月 31 日現在) 

節 細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

保健衛生手数料 
墓地管理手数料 

(滞納繰越分) 
76,400円 0円 76,400円 0% 

 

 

 

 

 

 

 



【産業建設課】 

 滞納繰越分の収入未済額については､居宅訪問を実施しており､不在時は催告書と納

付書を差置きして回収に繋げています｡また､電話連絡により納付交渉を行い､滞納者

の納付意欲を高めながら収納に努めております｡その後､一部納付がありました｡ 

今後も､法的措置等を視野に入れながら定期的に電話連絡や訪問催告等を実施し､粘

り強く納付折衝を行い､収入未済額の早期解消に取り組んでまいります｡ 

 

(参考) 

 (令和7年9月30日現在) 

節 細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

都市計画使用料 
駐車場使用料 

(滞納繰越分) 
254,590円 0円 254,590円 0%  

 

(令和8年3月31日現在) 

節 細節 調定額 収入済額 収入未済額 収納率 

都市計画使用料 
駐車場使用料 

(滞納繰越分) 
254,590円 120,000円 134,590円 47.1%  

 



                            岡 教 就 第 1 1 号

  
令 和 ８ 年 ４ 月 ２ 日 

 
 岡山市監査委員 様 
 
                         岡山市教育委員会 

教育長  三宅 泰司 
 
 

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知） 
 
 令和７年１１，１２月実施定期監査における指摘事項について，別紙のとおり措置を講

じたので，地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別　紙

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和７年１１，１２月実施分）

　　　　　　　教育委員会事務局　学校教育部　就学課

指摘事項

改善措置状況

１．高等学校授業料（滞納繰越分）

２．損害賠償金（滞納繰越金）

（参考）

＜高等学校授業料（滞納繰越分）＞

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

346,500 39,600 0 306,900 11.4

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

346,500 69,300 19,800 257,400 20.0

＜損害賠償金（滞納繰越分）＞

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

44,712 6,000 0 38,712 13.4

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

44,712 6,000 0 38,712 13.4

(令和７年9月30日現在)

令和7年9月30日現在，滞納繰越分の収入未済額が，高等学校授業料において30万円余（収納率
11.4％），損害賠償金において3万円余（収納率13.4％）認められました。
今後とも，これらの解消に格段の努力をしてください。なお，現年度分のあるものについては，滞納繰
越を生じないよう要望します。

前回の指摘を受け、文書、電話及び訪問による債権回収の更なる強化を図りました。
また、現年度分については、岡山後楽館高校と連携のうえ、保護者への納付督促及び催告を行うこ
とにより、令和5年度以降は収入未済の滞納繰越が発生していません。その結果、時効完成による不
納欠損処分はあったものの、収入未済額は減少しています。
今後も、現年度分については、学校との連携を密に行うとともに、長期に納付がない者に対しては、
裁判所による支払督促を検討するなど、滞納の解消に向けより一層取り組んでまいります。

前回の指摘を受け、文書、電話及び訪問による債権回収を強化しました。その結果、３名の納付義
務者のうち、２名は完納し、残りの１名は分割納付中です。今後も、状況の把握を随時行い、完納に
向けて納付の働きかけを継続してまいります。

(令和8年３月末日現在)

(令和8年３月末日現在)

(令和7年9月30日現在)



                            岡 教 保 第 ６ ５ 号 
令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 

 
 岡山市監査委員 様 
 
                         岡山市教育委員会 

教育長  三宅 泰司 
 
 

定期監査の指摘事項の改善措置状況について（通知） 
 
 令和７年１１，１２月実施定期監査における指摘事項について，別紙のとおり措置を講

じたので，地方自治法第１９９条第１４項の規定により通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別　紙

定期監査の指摘事項の改善措置状況（令和７年１１，１２月実施分）

　　　　　　　教育委員会事務局　学校教育部　保健体育課

指摘事項

改善措置状況

＜学校給食費（滞納繰越分）＞

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

26,837,993 7,285,829 0 19,552,164 27.1

調定額　（円） 収入額　（円） 不納欠損額　（円） 収入未済額　（円） 収納率　（％）

26,837,993 14,670,953 0 12,167,040 54.7

(令和8年3月31日現在)

　令和7年9月30日現在，滞納繰越分の収入未済額が，学校給食費において
1,955万円余（収納率27.1％）認められました。
　今後とも，この解消に格段の努力をしてください。
　なお，現年度分についても，滞納繰越を生じないよう要望します。

１　 学校給食費の未収金につきましては、電話及び文書による督促・催告に加えて、滞納繰越分に
対して訪問による催告を繰り返し実施し、保護者へ納付の働きかけを行っております。
　今回のご指摘を踏まえ、今後とも、現年分を含めた未納の保護者に対しては、生活困窮などの個
別の状況を把握しつつ、文書、訪問等による催告を行うとともに、令和8年度は滞納繰越分について
弁護士法人への催告業務委託を行い、滞納の解消に向けてより一層取り組んでまいります。

(令和7年9月30日現在)


